
９　収入状況について　（税込み）

(1)下水道使用料等の収入状況

(2)不納欠損の状況

区　　分 調定額 収入額 未収入額 収入率 不納欠損額

下水道使用料の収入率は、現年度分が90.2％で、繰越分が92.1％となっている。前年度と比較

すると、現年度分は0.3ポイント上回っているが、繰越分は0.2ポイント下回っている。

受益者負担金の収入率は、現年度分が96.9％で、繰越分が26.3％となっている。前年度と比較

すると、現年度分は0.5ポイント上回っているが、繰越分は4.9ポイント下回っている。

収入状況の内訳は、次のとおりである。
（単位：円、％）

現

年

度

分

営 業 収 益 626,813,613 583,797,181 43,016,432 93.1

185,993,000 0 100.0

営 業 外 収 益 815,432,080 786,587,442 28,844,638 96.5

0

その他の営業収益 463,615 443,615 20,000 95.7 0

0

下水道使用料 440,356,998 397,360,566 42,996,432 90.2 0

他会計負担金 185,993,000

0

特 別 利 益 0 0 0 －

受益者負担金 68,576,390 66,476,980 2,099,410 96.9 0

0

計 1,442,245,693 1,370,384,623 71,861,070 95.0 0

246,384

下水道使用料 47,734,108 43,985,593 3,748,515 92.1 246,384

その他の営業収益 180,000

営 業 収 益 47,914,108 44,165,593 3,748,515 92.2

180,000 0

26.3

計

0

営 業 外 収 益 40,315,975 40,315,975 0 100.0 0

下水道使用料の不納欠損処分額は246,384円で、前年度と比較して6,012円（2.5％）の増

となっており、対象者は31人で、前年度と比較して16人の増となっている。

受益者負担金の不納欠損処分額は66,000円で、対象者は2人となっており、いずれも前年度と

同数である。

不納欠損の理由を見てみると、下水道使用料では消滅時効によるもの（14人）が最も多くなっ

ている。受益者負担金は、全て（2人）消滅時効によるものとなっている。

66,000

合　　　計 1,606,613,460 1,523,329,041 83,284,419 94.8 312,384

繰

越

分

100.0

88,230,083 84,481,568 3,748,515 95.8 246,384

受益者負担金 7,561,294 1,985,870 5,575,424
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１０　補てん財源について　（税込み）

１１　予算議決事項について　（税込み）

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額（差引決算額）473,749,868円は、損益勘定の

現金支出を伴わない費用である減価償却費等や減債積立金等の内部留保資金で補てんされる。

　内訳は次のとおりである。

（単位：円）

区　　　分 補てん財源額 補てん額 残　　額

過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 196,787,075 196,787,075 0

当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 459,965,344 133,292,728 326,672,616

減 債 積 立 金 122,311,832 122,311,832 0

当 年 度分 消費 税及 び地 方消 費税 資本 的収 支調 整額 21,358,233 21,358,233 0

減 価 償 却 費 787,823,080

資 産 減 耗 費 4,381,994

長 期 前 受 金 戻 入 -332,239,730

当 年 度 分 未 処 分 利 益 剰 余 金 116,105,861 0 116,105,861

使用することができるものである。本年度は、補てん財源額が916,528,345円に対し、資本的収

支の不足額は473,749,868円であり、残り442,778,477円が翌年度へ繰り越されることになる。

予算第６条企業債、第７条一時借入金、第９条議会の議決を経なければ流用することができ

ない経費については、いずれも議決されたところに従って適正に執行されている。

（単位：円）

計 916,528,345 473,749,868 442,778,477

上記の表にある補てん財源は、上から順に補てん財源として使用することになっており、当

該年度で補てんに使用する額が補てん財源額を下回り、残った場合は翌年度に過年度分として

一 時 借 入 金 600,000,000 300,000,000 -300,000,000

職 員 給 与 費 66,217,000 63,428,095 -2,788,905

区　　　　分 議　　決　　額 執　　行　　額 比　較　増　減

企 業 債 1,073,000,000 861,288,220 -211,711,780
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